
栃
木
県
最
低
賃
金
が
10
月
20
日

よ
り
「
時
間
額
6
8
3
円
」
に
改

正
さ
れ
ま
し
た
。

栃
木
県
最
低
賃
金
は
、
栃
木
県

の
区
域
内
の
事
業
場
で
働
く
す
べ

て
の
労
働
者
と
そ
の
使
用
者
に
適

用
さ
れ
ま
す
。
詳
し
く
は
栃
木
労

働
局
労
働
基
準
部
賃
金
室
ま
た
は

最
寄
り
の
労
働
基
準
監
督
署
へ
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

栃
木
労
働
局
労
働
基
準
部
賃
金
室

1
0
2
8
‐
6
3
4
‐
9
1
0
9

中
退
共
制
度
は
、
中
小
企
業
で

働
く
従
業
員
の
た
め
の
外
部
積
立

型
の
国
の
退
職
金
制
度
で
す
。

掛
金
助
成
や
税
法
上
の
優
遇
な

ど
、
有
利
な
特
権
が
い
っ
ぱ
い
で

す
。
安
全
・
確
実
な
中
退
共
制
度

を
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

（
独
）
勤
労
者
退
職
金
共
済
機
構

中
小
企
業
退
職
金
共
済
事
業
本
部

1
0
3
‐
3
4
3
6
‐
0
1
5
1

（
代
表
）
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本
年
度
も
、
中
小
企
業
の
皆
様

に
年
末
の
運
転
資
金
の
融
資
を
行

い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

県
内
に
1
年
以
上
事
業
所
を
有

し
て
営
業
を
行
っ
て
い
る
中
小
企

業
及
び
事
業
協
同
組
合
等
の
皆
様

商
品
仕
入
れ
、
ボ
ー
ナ
ス
の
支

払
い
な
ど
の
季
節
的
な
運
転
資
金

融
資
条
件

・
融
資
額
　
企
業
1
千
万
円
以
内

団
体
1
億
円
以
内

・
融
資
利
率
　
年
2.0
％

た
だ
し
、
信
用
保
証
協
会
の
保

証
を
付
す
る
場
合
は
、
左
記
の
金

利
と
な
り
ま
す
。

年
1.5
％
以
内

（
責
任
共
有
制
度
対
象
外
）

年
1.7
％
以
内

（
責
任
共
有
制
度
対
象
）

・
融
資
期
間
　

平
成
20
年
11
月
4
日
〜
平
成
21

年
3
月
31
日

県
内
に
本
店
を
有
す
る
銀
行
、

信
用
金
庫
、
信
用
組
合
の
本
支
店

及
び
商
工
組
合
中
央
金
庫
の
県
内

営
業
店

12
月
30
日（
火
）

取
扱
金
融
機
関
ま
た
は

栃
木
県
経
営
支
援
課

1
0
2
8
‐
6
2
3
‐
3
1
8
1

※
そ
の
他
各
種
資
金
を
用
意
し
て

い
ま
す
の
で
、
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

恩
給
欠
格
者
、
戦
後
強
制
抑
留

者
、
引
揚
者
の
ご
本
人
に
、
特
別

慰
労
品
を
贈
呈
し
て
い
ま
す
（
ご

遺
族
の
方
は
対
象
に
な
り
ま
せ

ん
）。
引
揚
者
は
、
終
戦
の
日
ま
で

引
き
続
き
1
年
以
上
外
地
で
生
活

し
て
い
て
戦
後
引
き
揚
げ
て
き
た

家
族
全
員
が
対
象
で
す
。

請
求
書
等
は
、
高
齢
福
祉
課
窓

口
（
き
ら
ら
館
内
）
に
あ
り
ま
す
。

未
請
求
の
方
は
、
早
急
に
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。

資
格
要
件
等
の
質
問
は
、
次
の

独
立
行
政
法
人
平
和
祈
念
事
業
特

別
基
金
ま
で

（
請
求
に
関
す
る
お
問
い
合
わ
せ
や

ご
相
談
は
無
料
で
す
。）

無
料
電
話：

0
1
2
0
‐
2
3

4
‐
9
3
3
（
月
〜
金
、
9：

15

〜
17：

15
、
土
日
祝
日
休
）

輝
か
し
い
2
0
0
9
年
の
新
春

に
、
晴
れ
て
成
人
の
日
を
迎
え
ら

れ
ま
す
皆
様
、
成
人
式
を
次
の
と

お
り
挙
行
し
ま
す
。

平
成
21
年
1
月
11
日（
日
）

午
前
9
時
受
付
、
10
時
開
式

南
河
内
地
区：

南
河
内
公
民
館

石
橋
地
区：

グ
リ
ム
の
館

国
分
寺
地
区：

国
分
寺
公
民
館
　

昭
和
63
年
4
月
2
日
〜

平
成
元
年
4
月
1
日
生
ま
れ
の
方

案
内
状
に
つ
い
て

市
内
在
住
の
方
は
、
既
に
発
送

し
ま
し
た
。
9
月
1
日
現
在
、
当
市

に
住
民
票
の
な
い
方
（
市
外
転
出
者
、

又
は
そ
れ
以
降
の
転
入
者
な
ど
）
で
、

参
加
希
望
の
方
は
、
生
涯
学
習
課
ま

で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

生
涯
学
習
課
　

1（
52
）1
1
1
9

30

姿川に架かり、下長田地区と下古山地区とを結ぶ
『長田橋』は、現在、重量制限をしながら交通開放をし
ていますが、老朽化が著しいうえ、補強修繕も困難な
ことから、橋の架け替え工事を実施します。
工事期間中、現在架かっている『長田橋』は通行で

きますが、橋前後のサイクリングロードはご利用でき
ませんので、迂回をお願いします。
皆さまには、長期間ご迷惑をおかけしますが、工事

完了まで特段のご理解とご協力をお願いいたします。

1


